
空家活用のマッチング制度の報告について 

 

１ 制度の概要 

  横浜市内の空家等の所有者と、地域活動の拠点を探している団体や事業者との橋渡しをし、対

話の場を設定する制度です。令和３年度４月から開始しています。 
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２ 相談・登録状況（令和３年７月末現在） 

(1)  空家・空地を活用してほしい方（空家の所有者等） 

相談受付件数 13件 

登録件数 ２件 

 

(2)  空家・空地を地域で活用したい方（活動団体・事業者等） 

相談受付件数 21件 

登録件数 12件 

 

 

３ 相談内容の分類 

(1)  空家・空地を活用してほしい方（空家の所有者等） 

 

空き家となった経緯 相続７件、親の施設入所１件、不明５件 

所在地 西区２件、中区１件、旭区１件、磯子区１件、緑区４件、都筑区

１件、戸塚区１件、瀬谷区１件、不明１件 

築年数 20年未満 １件、～40年未満 ３件、40年以上 ５件、不明 ４件 

 

 

(2)  空家・空地を地域で活用したい方（活動団体・事業者等） 

 

属性 個人２件、NPO法人８件、一般社団法人３件、事業者１件、その

他市民活動団体７件 

活動内容 スポーツ、まちの歴史資源調査・記録・魅力発信等、木工製作、

障害児・者支援、食糧支援、不動産関連、親子の集い、一時保

育、外国人コミュニティ支援、高齢者支援、ひきこもり児童支

援、地域コミュニティづくり、学童保育、乳がん検診普及啓発な

ど 

希望エリア 鶴見区、神奈川区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、港

北区、緑区、青葉区、戸塚区、泉区、市内全域等 

 

  

 

  

 


